
役員報酬規程

(目 的)

第 1条 この内規は、当法人役員の報酬について定める。

(役員の定義)

第 2条 この内規でいう役員とは代表理事および理事とする。

(役員の報酬)

第 3条 本法人の役員には定款第 19に基づき、その総数の 3分の 1以下の範囲内で、報酬を支払うこと

ができる。役員報酬は一定の基準 (以下、役員報酬算定基準という)により算定した金額を、経営会議

の決議をもって決定する。

第 4条

役員報酬算定基準は、直前期の収支等を勘案して定めるものとし、その改廃は理事会の決議を経るもの

とする。

(報酬の改定)

第 5条 原則として、役員報酬についての定期昇給は行わない。

(補足)

第 6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は代表理事が定める。

施行 日 :2010年 (平成 22年)10月 1日

改定の履歴 :

・2015年 (平成 27年)5月 7日  改定

第 3条 「その総数の 3分の 1以下の範囲内で、報酬を支払うことができる。役員報酬は直前期の収支

を勘案し」加筆。

・2020年 (令和 2年)10月 1日  改定

第 3条 役員報酬の決定方法について規定

第 4条 役員報酬算定基準及びその改廃について規定



給与規程
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(目

第 1条

第 1章 総  則

的)

この規程は、就業規則第 43条に基づいてPO法人フローレンス (以下「当団体」

という)に勤務するスタッフ (以下「スタッフ」という)の給与に関する事項を定

めたものです。

(適用範囲)

第 2条 この規程でいうスタッフとは、就業規則第 2条に定めるスタッフに適用します。

ただし、就業規則第 3条に該当するスタッフは、第 10条の時間外勤務手当、第 11

条の休日勤務手当の適用を除外します。

(給与の計算期間、支給日)

第 3条 給与の計算期間は、当月の 1日 より当月の末日までとします。

2.給与の支給日は、翌月 25日 とします。ただし、支給日が金融機関の体業日にあた

る場合はその前日に繰り上げて支給します。

(給与の支払方法)

第 4条 給与は、その全額を通貨で、又は本人の同意を得て本人名義の日座に振込むもの

とします。ただし、法令で定めるものおよびスタッフ代表と合意したものについ

ては、給与から控除することがある。

(給与からの控除項目)

第 5条 当団体は、次に掲げるものをスタッフの毎月の賃金または賞与から控除します。

① 源泉所得税

② 住民税

③ 健康保険、厚生年金保険及び介護保険の保険料の被保険者負担分

④ 雇用保険の保険料の被保険者負担分

⑤ スタッフの寮費

⑤ その他労使協定で定めるもの

第 2章 給  与

(給与の構成 )

第 6条 給与の構成は、月給制または時給制とし、次のとお りとします。

2.前項の他、当団体は臨時または特別に手当等を支給することがあります。



給与 手  当

通勤手当

その他手当

割増賃金

時間外勤務手当

休 日勤務手当

深夜勤務手当

(基本給)

第 7条 基本給は下記 (1)ま たは (2)と します。

(1)日 給月給のスタッフ

基本給は日給月給とし、職務内容、経験、能力、実績等を考慮して各人別に決定し

ます。また、雇い入れ時において当団体の認める基準の経験を有するスタッフには

基本給に経験者加算を行います。カロ算条件詳細は別に定めます。

(2)時間給のスタッフ

基本給は時間給とし、職務内容、経験、能力、実績等を考慮して各人別に決定しま

す。

2.基本給の形態は、週 5日 労働の場合は日給月給 (病児保育ケアビルダー、看護師現

場スタッフ、本部スタッフスペシャリス ト、障害児訪問保育アニー現場スタッフ

等は週4日 勤務での日給月給制もある)、 週4日 以下または 1日 6時間以内の労働

時間の場合は時間給です。これは子育てや勉強と、仕事の両立実現のため、柔軟な

働き方を許容する目的です。

3.基本給の見直しは、原則として年 1回行います。ただし、雇入れ期間に定めのあ

るスタッフについては、別途雇用契約に定めるものとします。

(通勤手当)

第 8条 公共の交通機関及び当団体の許可を得て自動車を利用して通勤する場合は、通勤
費を支給します。詳細は別途「通勤手当規程」に定めます。

(その他手当)

第 9条 その他手当に関しての支給額等は別表に定めます。

2.ス タッフがけがや病気または何らかの事情で lヵ 月以上欠勤もしくは、休職した

ときはその期間中は手当を支給しません。

3.受給資格を喪失したものに手当が支給された場合には、既に支給した分を返納さ

せる場合があります。



(時間外勤務手当)

第 10条 所定労働時間を超えて労働した場合は、次により計算した時間外勤務手当を支給

します。ただし、管理監督者については当該時間外勤務に対する手当は支給しま

せん。

(日 給月給者)

①  実労働時間が 1日 8時間 (週 40時間)ま での部分

基本給+その他手当

lヶ 月平均所定労働時間数
× 1.0× 時間外労働時間数

② 実労働時間が8時間を超える部分

基本給+その他手当

lヶ月平均所定労働時間数
× 1.25× 時間外労働時間数

(時給者)

① 実労働時間が 1日 8時間 (週 40時間)までの部分

基本時給十その他手当 × 1.0 × 時間外労働数

② 実労働時間が8時間を超える部分

基本時給+その他手当 × 1.25 × 時間外労働数

2.前項の定めにかかわらず、一給与計算期間の法定時間外勤務時間数が 60時間を超

過した場合は、超過した時間につき次の計算によつて支給します。

(日 給月給者)

基本給+その他手当
× 1.50× 時間外労働時間数

lヶ月平均所定労働時間数

(時給者 )

基本時給十その他手当 ×  1.5  × 時間外労働時間数

3.前項の定めにかかわらず、 lヵ 月を超える法定時間外労働の割増賃金のかわりに、

有給の体暇 (代替体暇)を与える場合があります。この場合は労使協定で代替体暇

の時間数の具体的な算定方法等を定めます。この場合であっても代替休暇を取得

するか否かはスタッフの意思により決定されます。

(休 日勤務手当)



第 11条 新年度最初の日曜日が含まれる週を起算日として 4週 4日 の法定の休日に労働し

た場合は、次により計算した休日勤務手当を支給します。

法定休日に残業した場合の割増率は 0.35増のままとなります。

ただし、管理監督者については当該休日勤務に対する手当は支給しません。

(日 給月給者)

基本給十その他手当

lヶ 月平均所定労働時間数
Xl.35X時 間外労働時間数

(時給者 )

基本時給十その他手当 × 1.35 × 時間外労働数

2.各スタッフの法定休日は日曜日とします。法定休日が日曜日以外のスタッフは

個別の雇用契約書で定めます。

(深夜勤務手当)

第 12条 午後 10時～午前 5時までの深夜の時間帯に勤務した場合は、次により計算した

深夜労働手当を支給します。

(日 給月給者)

基本給+その他手当

lヶ 月平均所定労働時間数
× 0.25× 深夜労働時間数

(時給者)

基本時給十その他手当 × 0.25 × 深夜労働時間数

2.深夜時間帯が残業時間になった場合は0.50の割増率となります。

(割増給与の計算期間)

第 13条 第 10条の時間外勤務手当、第 11条の休日勤務手当、第 12条の深夜勤務手当の

計算において、週の途中で月が変わり、月をまたいだ場合は前月の最終週から起
算して 1週間の割増時間数を計算します。

(固定残業手当)

第 14条 当団体が指定したスタッフについて、定額式の時間外勤務手当 (割増賃金)と し

固定残業手当を支給することがあります。

2.前項の固定残業手当の金額は下記の他、想定される時間外労働、休日労働、深夜

時間外労働の時間数を勘案して個別に決定します。
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(1)病児保育ケアビルダー (週 5日 勤務)

(2)病児保育ケアビルダー (週 4日 勤務)

口生:I卦告^妬 _  基本給+その他手当
H烈口:昇 Vノ■民  ~

月の所定労働 日日数※

月 25時間分

月 20時間分

× 当該月の実勤務日数

3.ケ アビルダーにおける lヵ 月の固定残業手当の計算の範囲は月曜日から金曜日ま

でとします。休日の振替を行わず、所定休日 (土曜日)法定休日 (日 曜日)に勤務

する場合は固定残業時間に含めずに別途時間外勤務手当を支給します。

4.実際に計算される時間外勤務手当が第 2項の金額を超える場合は差額を別途支給

します。

(給与の日割計算)

第 15条 給与計算期間の途中において、雇い入れまたは退職した場合の給与は、次の

計算により支給します。

※月中入社の「月の所定労働日数」は 1日 から月末までの所定労働日数とする

時間割計算の額
日割計算の額

× 給与計算期間の在籍時間
1日 の所定労働時間

(欠勤・遅刻等)

第 16条 欠勤・遅刻・早退 。私用外出などにより所定労働時間の全部または一部を休業

した場合においては、その体業した時間に対応する基本給およびその他手当は

支給しません。

計算式は以下とします。

欠勤控除日額
基本給+その他手当

月の所定労働日数
× 欠勤日数

基本給+その他手当
× 欠勤時間欠勤控除時間額

月の所定労働時間

(欠勤の場合の通勤手当)

第 17条 各月ごとに通勤手当が定められているスタッフが欠勤した場合の通勤手当は lヵ

月のうち 1日 でも出勤があれば lヵ 月分の通勤手当を支給します。

なお、 lヵ 月すべて有給休暇を取得する場合等であっても出勤をした日がない場

合は支給しません。

(計算の端数処理)



第 18条 給与計算において生じる端数の処理は、次のとおりとします。

1.控除する金額に円未満の端数がある場合は円未満を切捨て、支給する金額に円未

満の端数がある場合は円未満を切り上げます。

2.欠勤、遅刻等の不就労時間の計算は、当該給与計算期間において時間数を合計し、

15分未満の端数がある場合はこれを切り捨てます。

3.時間外勤務手当、休日勤務手当、深夜勤務手当の計算は、当該給与計算期間におい

て各々時間数を合計し、15分未満の端数がある場合はこれを切り捨て、それ以上

の端数がある場合はこれを 15分ごとに切り上げます。

(休職者の給与)

第 19条 就業規則第 36条により休職を命ぜられた期間に対する基本給および諸手当は支

給 しません。

(特別休暇等の給与)

第 20条 就業規則第 32条で定める年次有給休暇、第 24条の夏季 。年末年始休暇および第
33条で定める慶弔休暇についてはこれを出動したものとして取り扱い、通常の賃
金を支給します。 (時給者の夏季 。年末年始休暇については賃金を支給しません)

(非常時払)

第 21条 疾病、葬儀、災害その他緊急の事由による非常時払は、当団体が認めた場合に本
人の請求により、支払期日前でも既往の労働に対する給与を支払うことがありま

す。

(給与の精算)

第 21条の2 給与の未払い 。過払い等があった場合、給与にて精算します。
2.未払い。過払いの原因は、会社起因。本人起因を問わず遡及精算します。(会社起因。

本人起因の定義は以下)

1)会社起因 :昇格、昇給、条件変更など、人事情報の変更に伴い処遇が変わるもの、
スタッフが所属する事業部が申請すべきもの

2)本人起因 :就業規則に則り、本人が手当の支給 0廃止申請をするもの
3.精算に際して、以下手順で行います。

1)過払いのあった時期と賃金の清算時期とが合理的に密接した時期になされるのか

を判断

2)あ らかじめ精算の対象者となるスタッフに通知
3)その額が、多額にわたらず、スタッフ労働者の経済生活を脅かさないよう精算方
法を検討

4.ス タッフが就業規則に定められた手当の支給及び変更・停止申請に関する精算に
ついては以下の通りです。

1)支給申請はスタッフ本人から支給申請があった月から支給します。
2)支給額変更・停止については変更が発生した時点、本来申請すべきだった時点ま
で遡って精算を行います。

´
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第 3章  基本給または年俸の更改

(基本給または年俸額の決定)

第 22条 基本給の額は、当団体の定める人事評価制度に基づき、各人ごとに決定します。

(基本給または年俸額の更改)

第 23条  日給月給制の基本給の更改は、原則として毎年度末に、当該年度の人事評価及び

当団体の業績を評価し (本部の無期契約時給スタッフは含む)、 年度末までの評価

をもとに、7月 改定とします。

ただし、有期契約スタッフに関しては、別途雇用契約書に定めるものとします。

2.人事評価は以下のとおり定め、昇給又は降給することがあります。

3.前項第 2項の評価については、次の事項について評価します。

4月 改善提案シー ト提出枚数による絶対評価病児保育事業部 (保育)

評価シー トを元に相対評価病児保育事業部 (看護) 4月 /10月

4月 /10月 評価シー トを元に相対評価みらいの保育園事業部

評価シー トを元に相対評価障害児保育園ヘレン 4月 /10月

4月 /10月 評価シー トを元に相対評価障害児訪問支援ナンシー

障害児訪問保育アニー

(保育)

4月 /10月 評価シー トを元に相対評価

現場

障害児訪問保育アニー

(看護)

4月 /10月 評価シー トを元に相対評価本部 全事業部

改善提案シー トの提出枚数病児保育事業部 (保育) 改善提案シー トの提出枚数

期待役割に準 じたプロセス評価 評価昇給・勤続昇給病児保育事業部 (看護)

評価昇給 。勤続昇給みらいの保育園事業部 期待役割に準じたプロセス評価

期待役割に準じたプロセス評価 評価昇給・勤続昇給障害児保育園ヘレン

評価昇給・勤続昇給障害児訪問支援ナンシー 期待役割に準じたプロセス評価

経験年数に応 じた昇給障害児訪問保育アニー

(保育)

評価昇給・勤続昇給期待役割に準じたプロセス評価

現場

障害児訪問保育アニー

(看護)

1.各事業部の業績

2.期待役割に準じたプロセス/成果

評価

評価昇給・勤続昇給

本部

全事業部

７
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※その他、当団体の定める指標を合わせて評価結果を算出します

4.昇給金額は以下を原則とします。

また、昇給ランクに応じて以下金額に各年度予算に応じた係数を乗じます。

評価昇給

事務局 現場

4,500 2,50(

Ａ

“ 3,500 Ａ

“ 2,00C

ｎ
ｂ 2,500 ｎ

０ 1,50C

ｒ
ｖ 500 ハ

し 1,00C

ｎ

″
ｎ

レ

いＬ 降給
【Ｌ 降給

※降給金額については、勤務状況・業務態度・出勤率等を踏まえて随時決定する。

勤続昇給

1年毎 500

5。 当団体の業績等により昇給しない場合、降給する場合があります。
6。 時給制の給与の更改は、以下のとおり行います。

① 期間の定めのない雇用契約のスタッフ :別表に定めます。

② 有期雇用契約のスタッフ :昇給なし。
7.そ の他詳細は別途「昇給規程」に定めます。

(基本給改定の対象者)

第 24条 基本給改定の対象者は、前年年末日に在籍するスタッフを対象とする。(試用期間
が終了しており、かつ全労働日の 8割以上勤務しているスタッフ)

ただし、次の各号の一に該当する者は給与を改定しないことがあります。
1.勤務成績が著しく不良なスタッフ
2.業務外の事由により欠勤及び遅刻早退の多いスタッフ
3.休職中のスタッフ
4.雇用契約書にて別途個別に契約をしているスタッフ
5。 その他改定することが不適当と認められるスタッフ

(基本給の減額)

第 25条 基本給の減額に関しては、次の場合に行うことができるものとします。
1.人事評価の結果が降格要件を満たす場合 (行動プロセス評価)

2.心身の傷病等により職位に求められる職責を果たせない場合

０
０



3.定められたレベルの職責を果たすことができず、人事異動及び職位の変更等に
より降格する場合

4。 社内公募等で本人が希望し、異動を行う場合

(給与の変更)

第 26条 当団体は、業績の変化、社会環境の変化や社員の処遇向上等の目的で、基本給及

び各種手当について変更することがあります。

(号俸表)

第 27条 当団体は、本規程に基づく昇給金額を図表化し、スタッフ号俸表として別に定め

ます。

2.ディレクター職については 、一定の基準 (以下、ディレクター給与算定基準とい

う)により算定した金額を、経営会議の決議をもって決定します。ディレクター給与

算定基準は、直前期の収支等を勘案して定めるものとし、その改廃は理事会の決議を

経るものとします。

附  則

本規程は平成 29年 9月 1日 より施行する。

*本規則は令和 2年 10月 1日 より施工する。

(第 2条、22条、23条、27条 2項の変更、第 21条の 2の新設、第 4章、第 5章の廃止)

０

′



書式第 17号 (法第55条関係)

54 2 3 る し

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 54条第2項第 3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

促進法施行規則第32条第 1項各号に対応しています。以下同じです。

法人名 特定非営利活動法人 フローレンス 事 業 年 度 2年 4月 1日 ～3年 3月 31日

(1)収益の源泉別の明細

入金の明細

収 益 源 泉 の 内 訳 金    額

受取寄附金 (一般正味財産増減の部)
819,015,284円

受取寄附金 (指定正味財産増減の部 )
314,500円

受取民間助成金

受取国庫補助金等

病 (後)児保育事業収益

みらいの保育園事業収益

被災地支援事業収益

障害児保育事業収益

86,000,607円

1,700,175,303円

578,243,329円

57,831,893円

13,855,831円

408,151,485円

赤ちゃん縁組事業収益 10,165,462円

こども宅食事業収益

コミュニテイ創出事業収益

ソーシャル・プロモーション事業収益

雑収入 (借上社宅の従業員負担家賃、保険金収入他)

受取利息

9,102,091円

22,029,059円

16,821,139円

43,902,700 FE]

19,036円

△
口 計 3,765,627,719円

月上
1日 入 先 金    額

株式会社 日本政策金融公庫 38,400,000円

西武信用金庫 (小規模保育園改装資金等)
12,733,000 FI]

東日本銀行 (小規模保育園改装資金)
34,074,000円

三菱 UFJ銀行 95,006,000円

みずほ銀行 100,000,000F=]

△
ロ 計 280,213,000円

該当なし

その他



2 資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

(1)資産の譲渡に係る料金及び条件等

(2)資産の貸付けに係る び条件等

(3) 係 る料金及

譲 渡 資 産 の 内 容 料金(税抜) 条  件  等

団体関連書籍販売 「働き方革命」 760円 定価

団体関連書籍販売 「ワーキングカップルの人生戦略」 1,500円 定価

団体関連書籍販売「社会を変えるお金の使い方」 1,600円 定価

団体関連書籍販売 「社会を変えるを仕事にする」 1,400円 定価

団体関連書籍販売「社会 い人のためのソ
820円 定価

ル ス F]」

ちょっと変えてみ
1,800円 定価―ふつ の人が政治を動かした七つ

団体関連書籍販売「世界一子どもを育てやすい国
にしよう」

1,200円 定価

円

貸 付 資 産 の 内 容 料金(税抜) 条  件  等

多目的室使用料 1,000円 1時間あたり

円

円

円

円

円

円

円

円

条  件  等

お子様の年齢・利用頻度により 3月 と改

定 月 1 の保育料を含む)

料金(税抜)

病児保育 (月 会費)

病児保育本部視察

病児保育 (入会金)

おうち保育園視察

30,000円

5,r00-27,$0 FI

3,000円

30,000円

視察資料代

視察資料代

お子様一人あた り

役 務 の 提 供 の 内 容

障害児保育園 ヘレン視察 5,000円 視察資料代

視察資料代

その他病児保育料金の詳細はトムヘ
°―シ

゛
に

小規模保育園 (保育料)

障害児保育園 アニー視察 5,000円

円

※ 円

※ 円 各自治体の定める保育料



3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引

及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ
ロ との

譲渡資産の内容等
譲 渡

年月 日
譲 渡 価 格住所又は所在地取引先の氏名等

法人との

関  係

該当なし

収益の生ずる取引の 5者

(2)費用の生 る取引の上位 5者

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 ( を含む。)

住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等氏名又は名称

341,086,358円 保育園補助金(6園 )

335,487,397円 障害児保育園(6園 )

保育園補助金(3園 )

保育園補助金(4園 )

保育園補助金(2園 )

207,175,812円

137,840,331円

186,320,605円

取 引 内 容 等

広告費用

取引金額

56,626,186 FI]

住所又は所在地氏名又は名称

障害児保育園送迎バス

保育園 。障害児施設家賃・光熱費

社員寮家賃 。保険料等

事務所家賃51,754,239円

25,987,775円

23,255,977円

21,839,511円



取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

役務の提供

年月日
役務提供の内容等対 価 の 額

2021/1/24

2020ノ 9ノ24

2020/6ノ 16

2020ノ 6ノ17

20,000円 病児保育

10,000円 病児保育

10,000円 病児保育

5,236円 病児保育

5,340円 病児保育2020ノ 9ノ25

2020ノ 12ノ25 1,772円

2021ノ 1/24 3,096円

3,096円2021ノ 1/29

病児保育

病児保育

病児保育

病児保育

2021ノ 2/23 5,760円

9,533円 病児保育2020ノ 3ノ5

2020/3ノ 6 9,441円 病児保育

病児保育

病児保育

病児保育

病児保育

2021ノ 3ノ31

2020ノ 10ノ27

12,698円

10,029円

2020/6ノ 30 8,514円

2020ノ 11/20 6,490円

2020/11ノ 21 7,820円 病児保育

2020/3ノ 19 12,388円

2020ノ 6ノ18

2020ノ 6ノ19

11,670円

8,330円

病児保育

病児保育

病児保育

病児保育

病児保育

2020/7ノ 10 11,508円

2021ノ2/23 18,168円

ロ
十
ノ け を )

ハ 役務の提供 用等を含む。)

取引先の氏名等 対 価 の 額 貸付資産の内容等住所又は所在地

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

法人との

関  係

貸 付

年月日

円

円



2020/11/10 11,330円 病児保育

2020ノ 12ノ2 8,734円 病児保育

2020ノ 12ノ3 9,160円 病児保育

2020/12ノ22 2,106円 病児保育

2021/1ノ 15 12,469円 病児保育

2021ノ2/22 7,750円 病児保育

2021ノ 3ノ 2 9,024円 病児保育

2021ノ 3ノ12 9,461円 病児保育

2021/3ノ 14 2,560円 病児保育

(以 下余白)



氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

ハＵＵ^・４９
″

０４ 円 R2.5。20

(以下余 自) 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

4 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が

201万 ある 並びにそ 月 日]

5 給与の総額等 する事項 [⑤給与を得たの総数及び当該に対する給与の総額に関する事項 ]

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

782人 2,007,080,842円



6 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した寄附金額支出年月日

【別紙に記載】 160,021,583円

160,021,583円
合   計



7 海外への送金等に関する事項 (その金額が200万 円以下の場合に限る。)[⑦ 200万円以下の海外への送
の実施 日]し ´

=〉

実  施  日 使 途 金   額

該当なし
円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



支出した寄附金に関する事項(別紙)

f.fr+EH :{.frft.DLffi 所在地 寄付の目的 金額 (円 )

2o2O / 4 / fi l 子どもフードプロジェクト 252,720

2o2r / 2 / 26 子どもフードプロジェクト 70,920

2021l3/3Ik- 500,000

2020/4/171( 子どもフードプロジェクト 252,720

2020/6/22k 困窮家庭 750,000

2021/3/11( コロナ緊急支援 1,500,000

2020/5/121( ひとり親支援 221,480

2o2o / 5 / 8 性風俗勤務のひとり親支援 300,000

2o2o / 5 / Il 性風俗勤務のひとり親支援 300,000

2o2o / 5 / nl ひとり親支援 78,400

-,ozo t rz t z tl 子どもフードプロジェクト

1

2o2u t / zs 子どもフードプロジェクト

2o2t / | / zs 子どもフードプロジェクト

z(r.rttns 子どもフードプロジェクト 225,000

2o2r / L / zs 子どもフードプロジェクト 360,000

,o /n{e 子どもフードプロジェクト 104,000

2o2r / 2 / 26 子どもフードプロジェクト 70,920

2021/3/181(
ドプロジェクト 10,000

子どもフードプロジェクト 11,82C

子どもフードプロジェクト 141,84C

~~百
面ラ扇諏

コロナ緊急支援・困窮家庭 750,000

子どもフードプロジェクト 10,320

2021/1/81 子どもフードプロジェクト 20,000

子どもフードプロジェクト 6,000

2021/1/291 子どもフードプロジェクト 43,820

2021/ 子どもフードプロジェクト

子どもフードプロジェクト
~巧

扇ラ万扇
l

子どもフードプロジェクト
~~τ

両ラ3/181 子どもフードプロジェクト 10,000

2020/6/11(
ひとり親世帯向けの緊急支援 1,500,000

コロナ緊急支援・困窮家庭 4,500,000

2020/7/31

2020/8/21

コロナ緊急支援・困窮家庭 1,1

1,1コロナ緊急支援・困窮家庭
~2020/10/11(

蒙雨災害支援 2,000,000

子どもフードプロジェクト 482,020

~       1
2021/1/291( 子どもフードプロジェクト 2,160,000

2021/1/311( 子どもフードプロジェクト 276,000

子どもフードプロジェクト 283,680

子どもフードプロジェクト 1

~~~TT丁 ~「
I

2020/5/121( ひとり親支援

2021/2/261( 子どもフードプロジェクト 212,760

2020/11/161( 子どもフードプロジェクト 490,320

2021/1 子どもフードプロジェクト 43,820

2021/1/291( 子どもフードプロジェクト 75,000

子どもフードプロジェクト 90,00祀

子どもフードプロジェクト 24,84C

~=扇
五

~/2/261
子どもフードプロジェクト 141,840

コロナ緊急支援 500,000



支出した寄附金に関する事項く別紙)

,.fr+hB !{.frftaAfr| 所在地 寄付の目的 金額 (円 )

2020/12/221( 子どもフードプロジェクト 120,528

2021/2/261〈 子どもフードプロジェクト 283,680

2020 / 5 / L2 ひとり親支援 58,800

202

2021/3/1

子どもフードプロジェクト 7,092

子どもフードプロジェクト 118,200

子どもフードプロジェクト 1,472,900

コロナ緊急支援 140,000

ひとり親世帯向けの緊急支援 500,000

2o2o / 6 / \ ひとり親世帯向けの緊急支援 500,00C

2021/1/291( 子どもフードプロジェクト 6,00C

2o2r/r/2s 子どもフードプロジェクト 25,00C

2o2r/2/r8 子どもフードプロジェクト 20,000

2o2t/2/26 子どもフードプロジェクト 18,912

2o2o / 6 / L ひとり親世帯向けの緊急支援 500,000

子どもフードプロジェクト 70,920

ひとり親支援 78,400

2021/2/261〈 子どもフードプロジェクト

ひとり親に対する食糧支援

2020/6/11( ひとり親世帯向けの緊急支援 500,000

2020/6/1 ひとり親世帯向けの緊急支援 500,000

2020/6/11 ひとり親世帯向けの緊急支援 500,000

2020/6/1k
~~~~‐ ~~~~寸 ひとり親世帯向けの緊急支援 500,000

ひとり親世帯向けの緊急支援
2020/6/11

ひとり親世帯向けの緊急支援

2o2o / s / 1 子ども宅食への支援金 600,000

2o2o / t o / rl ヒ賀未来こども宅食トライアル助成 200,000

2o2r / 2 / 26 子どもフードプロジェクト 70,920

202 t / 2 / 26 子どもフードプロジェクト 9,456

2020/5/12
ひとり親支援 117,600

食を通じて子どもの貧困支援 1

2o2o/6/2 コロナ緊急支援・困窮家庭

2o2r / r / 2s 子どもフードプロジェクト 6,000

2o2t / t / zsl 子どもフードプロジェクト 43,820

2021/
子どもフードプロジェクト 25,000

2021/1/31

2021/2/18

子どもフードプロジェクト 11,536

子どもフードプロジェクト 40,000

子どもフードプロジェクト

2o2o/6/2 コロナ緊急支援。困窮家庭

2020/7/11(
食を通じて子どもの貧困支援 600,000

2O2o / 8 / \( 食を通じて子どもの貧困支援 150,000

2o2o / 12 / 24 子どもフードプロジェクト 10,320

2o2t / | / zsl 子どもフードプロジェクト 6,000

2o2r / t / zsl 子どもフードプロジェクト 43,820

2O2r / | / zsl 子どもフードプロジェクト

2o2r / 2 / rcl 子どもフードプロジェクト

2O2r / 2 / 261 子どもフードプロジェクト 70,92C

_?020/4/171( 子どもフードプロジェクト 181,440

2o2o / 5 / 2l( ひとり親支援 98,000



支出した寄附金に関する事項(別紙)

支出年月日 称 所在地 寄付の目的 金額 (円 )

2020/6/1 秋田県内での子ども宅食支援 150,000

2020/6/22 ・困窮家庭 630,000

2020/11/16 子どもフードプロジェクト 1,031,488

2020/12/1 コロナ緊急支援 500,000

2021/2/8 子どもフードプロジェクト 16,560

2021/2/26 子どもフードプロジェクト 70,920

2020/6/1 ひとり親世帯向けの緊急支援 500,000

2020/6/1 こども食堂への支援活動 6,000,000

2020/6/1 ひとり親世帯向けの緊急支援 500,000

2020/5/12 ひとり親支援 58,800

2020/6/1 豊島区内での子ども宅食支援 450,000

2020/6/20
コロナ緊急支援。困窮家庭

141

317

2021/2/26 子どもフードプロジェクト

2021/3/22 子どもフードプロジェクト

2020/5/12 ひとり親支援 392,000

2020/6/1 子育て中のひとり親世帯支援 500,000

2021/2/26 子どもフードプロジェクト 7,092

2021/1/1
コロナ緊急支援 886,900

2020/5/12 ひとり親支援 19,600

2020/11/1 隆賀未来こども宅食トライアル助成 200,00C

2021/1/8 子どもフードプロジェクト

2020/5/1 子ども宅食事業立ち上げ

2020/6/22
コロナ緊急支援・困窮家庭 900,000

2021/2/26 子どもフードプロジェクト 236,400

2020/10/1 佐賀未来こども宅食トライアル助成 200,000

2021/2/26 子どもフードプロジェクト 7,092

2020/12/31

2021/

困窮家庭支援 100,00C

子どもフードプロジェクト 6,00C

2021/1/29 子どもフードプロジェクト 43,820

2021/1/29 子どもフードプロジェクト 43,820

2021/1/29 子どもフードプロジェクト 25,000

2021/1/29 子どもフードプロジェクト 20,000

2021/2/18 子どもフードプロジェクト

2020/6/1 ひとり親世帯向けの緊急支援

2020/7/29
コロナ緊急支援。困窮家庭

2020/7/30
コロナ緊急支援・困窮家庭 780,000

2020/7/31
79,704

2020/12/22 子どもフードプロジェクト 381,672

2021/1/29 子どもフードプロジェクト 482,020

2021/2/28

2021/3/31

虻京区子ども宅食プロシ■外(食料品物品寄附〉

文京区子ども宅食プロノェ外(食料品物品寄附)

2021/3/31
文京区子ども宅食プロシt外 (食料品物品寄附) 85,608

2020/6/1 ひとり親世帯向けの緊急支援 500,000

2020/6/1 ひとり親世帯向けの緊急支援 500,000

2021/1/29 子どもフードプロジェクト 6,000

2021/ 子どもフードプロジェクト 43,82C

子どもフードプロジェクト 25,00C

2021/1/29
"ely～

子どもフードプロジェクト 24,000



支出した寄附金に関する事項〈別紙)

支出年月日 支出先の名称 所在地 寄付の目的 金額 (円 )

2021/2/18 子どもフードプロジェクト 20,000

2021/2/25 ひとり親世帯向けの緊急支援 -114,985

2020/6/1 ひとり親世帯向けの緊急支援 500,000

2020/6/1 ひとり親世帯向けの緊急支援 500,000

2020/5/12 ひとり親支援 42,140

2020/6/1

2020/5/31

ひとり親世帯向けの緊急支援 500,000

子どもフードプロジェクト 70,920

貧困家庭コロナ支援(マスク) 88,000

2020/11/16 子どもフードプロジェクト 1,136,816

2021/1/29 子どもフードプロジェクト 87,64C

2021/1/29 子どもフードプロジェクト 125,00C

2021/1/29 子どもフードプロジェクト 180,00C

2021/2/26 子どもフードプロジェクト 141,840

2021/3/15 子どもフードプロジェクト 2,280,000

2021/3/22 子どもフードプロジェクト 951,000

子どもフードプロジェクト 1,389,700

ひとり親支援 117,600

2020/6/22 コロナ緊急支援。困窮家庭

2021/1/29 子どもフードプロジェクト

2021/1/29 子どもフードプロジェクト 180,000

2021/2/26 子どもフードプロジェクト 118,200

2020/5/12 ひとり親支援 24,500

2020/10/1
に賀未来こども宅食トライアル助成 200,000

2021
子どもフードプロジェクト

2020/5/12 ひとり親支援

2021/1/8 子どもフードプロジェクト 6,000

2020/5/12 ひとり親支援 19,600

2021/1/8 子どもフードプロジェクト 6,000

2020/6/1

2021/2/8

子育て中のひとり親世帯支援 500,000

子どもフードプロジェクト 82,800

子どもフードプロジェクト

2021/3/29 子どもフードプロジェクト

2020/5/12
ひとり親支援 98,000

2020/5/12 ひとり親支援 392,000

2020/5/12 ひとり親支援 132,300

2021/1

2021/1

子どもフードプロジェクト 131,460

子どもフードプロジェクト

2021/2/26
子どもフードプロジェクト

2021/3/22 子どもフードプロジェクト 31

2020/6/1 子育て中のひとり親世帯支援 500,000

2021/2/26 子どもフードプロジェクト 9,456

2020/5/12 ひとり親支援 88,200

2021/2/26 子どもフードプロジェクト 141,840

2020/6/1 子育て中のひとり親世帯支援 500,000

2020/5/12 ひとり親支援

2020/5/12 ひとり親支援

2020/5/12 ひとり親支援 14,700

2020/5/12 ひとり親支援 34,300



支出した寄附金に関する事項(別紙)

支出年月日 寄付の目的 金額 (円 )

2020/10/1 性賀未来こども宅食トライアル助成 200,000

2021/1/8 子どもフードプロジェクト 6,000

2021/3/31 子どもフードプロジェクト 55,491,120

医ケア家庭支援 6,010,657

2020/10/8 ひとり親家庭支援(長友プロジェクト) 3,010,800

2020/6/18 コロナ緊急支援。困窮家庭 2,070,000

1/30・ 5/28・ 6/22 ひとり親支援 181,440

2020/4/30 ひとり親支援 311,080

2020/5/28 ひとり親支援 591,570

2020/5/28 ひとり親支援 343,710

2020/5/28 ひとり親支援

2020/6/30 ひとり親支援

2020/6/30 ひとり親支援

2020/6/30 ひとり親支援 623,700

2020/11/4 ひとり親支援 1,815

2020/12/31 ひとり親支援 158,000

2020/12/31 ひとり親支援 176,000

2020/7/31
コロナ緊急支援・困窮家庭 390,000

2020/7 ひとり親支援

766,
2020/8 ひとり親支援

ひとり親支援

ひとり親支援 546,000

2020/11 ひとり親支援 1,121,162

2020/12 ひとり親支援 700,596

2021/2 ひとり親支援 460,445

2021/3 ひとり親支援 1,145,033

2020/7/19 子ども宅食 1,133,47g

2020/9/17 子ども宅食 1,089,050

2020/11/18 子ども宅食 1,217,719

2021/2/10 子ども宅食 1,261,413

2021/3/15 子ども宅食 1,322,515

コロナ緊急支援 219,902

Iフ ア 160,021,588



法人名 特定非営利活動法人フローレンス

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

(1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等

口 各社員の表決権が平等であること

y

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記

録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

(注 1)

(注 2)

各欄の人数等は、第3表付表1「役員の状況」から転記してください。

③及び〕こついては、小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してください。

ロ

項  目 最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合
最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグループの人数

割 合

役員数

(②÷③ ④+③

① ② ③ ④ ⑤

区 分

④
2020年 4月 1日 ～2021年 3月

31日 12人 0人 θ % 2人 16.6%

⑮ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
人 人 % 人 %

各社員の表決権が平等である ③ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申請時

上記を証する書類の名称とその内容等

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

しヽ えヽ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

書式第7号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チエック表  (第 3表) (初葉)

(注意毒鋼D
・ 認定基準等チェック表 (第 3表)は、法第

“

条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出翻Dの提出時においても記載及び添

付する必要があります。その場合、上記口の記載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、

添付を省略することができます。



ハ

項
ロ
ロ ④ ⑮ ◎ ③ ◎ ① 申請時

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている

はい

匝コ

はい

いいえ

は 1′
ヽ

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存
を青色申告法人に準じて行つている

匡藝ヨ

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

項
日
［ ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
有。□ 有・無 有・無 有・無 有・無 有 。無 有・無

第3表 (次葉)

(注意1事Q
認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、改

めて記載する必要はありません。

エック 3

項    目 記 載 要 領 注 意 事 項

イの柵 区分欄の「④～①」の各欄には、実績判定期間の各事業

年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の)閃1知 を記載して、「①」、「②」

及び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

口の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。
「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

ば、「定款 (又は会貝0第○条に『各正会員の表決権は、

と規定」のように記載します。平等なもの

「上記を証する書類の嗜称とその内容

等」欄には証する書類の内容を文言のと

おりに記載します。

)\aalm 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から「①りについては、イに記載する各期

間 (「③」から「①」)を示したものです。

① 「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の「はし可

_L:」:Q上⊥塗:遡賢≧旦:量:ヒ菫型狙:書
|を 1添

付し工くださし、

②  n帳簿書類の備付け、取引の記録及

び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

じて行つている」の「はい」に「○」

した盪養≧!三1菫
=』菫旦塾量」ヨ

=2_1医
聾鞘,且

菫些堅墜塑コ_生証載L益量上【≦ださ|

し:L
該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から「①」については、イに記載する各期

二の各欄

から「①」)を示した

記載要領の補足

○ 二において、「費途が明らかでないもの」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも
のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たりますも なお、意図的にその支出先を

明らかにしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでないもの」があることになり、1認定を受けることはできません。



書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第 3表付表 1

法人名
特定非営利活動法人

フローーレンス
④ ⑮ ◎ ③ ◎ ① 申 請 時

役  員  数 12人 人 人 人 人 人 人

(1)最も人数が多い「親族等」のグルー

プの人数
0人 人 人 人 人 人 人

(2)最も人数が多い「特定の法人の役員

又は使用人である者並びにこれらの 2人 人 人 人 人 人 人

者の親族等 のグループの人数

役 員 の 内 訳

就 任 等 の 状 況

氏   名 住  所 職 名 続柄等
① 申請時

就任・退任
④ ⑮ ◎ ① ◎

駒崎弘樹 代 表

理事 ○

H16.4.12

就任

R2.7.1

就任

R2.7.1

就任

R2.7.1

就任

生田 秀 理事

○

楠 正憲

高槻 大輔

丸茂 ネL

理事

○

理事

○

理事

○

H31.7.1

就任

H31.7.1

就任

R2.6.30

退任

鵜尾 雅隆 理事

○

田中 純子

宮崎真理子

理事

○

H31.7.1

就任

理事 ○
H30.7. 1



奥野 慎太郎

中原 淳

西端 慶久

就任

理事

○

H30,7. 1

就任

R2.6.30

退任

理事

○

H30.7.  1

就任

R2.6.30

退任

理事

○

H30.7.1

就任

R2.6.30

退任

塚越 学 監事

○

H30.7.  1

就任

R2.6.30

退任

(注意事項 )

認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事
項について、添付を省略することができます。



法人名 特定非営利活動法人 フローレンス

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

会計ソフ ト (勘定奉行)使用

総勘定元帳 随時 10年

装丁帳簿

現金出納帳

表計算ソフト (IXCEL)使用

随時 10年

10年
固定資産台帳

賃金台帳

会計ソフト (弥生会計)使用

毎月

給与ソフ ト (Socia)使用
lヶ月毎 7年

書式第 9号 (法第 44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

(認成菖玲D
・ 「伝票又融帳簿名」欄は、例えば「入金伝票し、「出金伝票」、「振替伝票」、「現金出納帳」、「総勘定元帳」などのように記載します。

・ 「左の幌簿等の形態」欄は、「単票」、「ルーズリーフ」、「装丁帳簿」などのように記載します。

・ 「記帳の時期」欄は、「随時」、「毎日」、「―週間ごと」のように記載します。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出密E)に記載した内容に変更

がないときは、添付を省略することができます。



書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チエック表  (第 4表 ) (初調Э

(注意嘩朝D
・ 「認定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第関条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載

及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第4表 (次葉)」 (ハ及び二)の記載及び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第

“

条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類):こ記載した事項につい

て、添付を省略することができます。

法人名 特定非営利活動法人フローレンス チェック欄

ロ

項 目 ③ ⑮ ◎ ③ ◎ ① 申南静寺

宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者

を教化育成する活動
有・□ 有 ・ 無 有 。無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。無

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれ

に反対する活動
有 ・ 国 有・ 無 有・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

特定の公職の候補者若しくは公職にある者

又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに

反対する活動

有 ・ 有 。無 有 。無 有 4盤 有 。無 有 ・ 無 有 ・ 無

項 目 ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申
‐
請時

有。無

有・無

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対

する報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他

役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供

有・□ 有・無 有。無 有 。無 有・無 有・無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特別の禾1溢の供

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特別の利益の供与の有無

有。□ 有・無 有。無 有・無 有・無 有・無

有。国 有・無 有。無 有・無 有・無 有。無 有・無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の 有。□ 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無



法人名 特定非営利活動法人フローレンス チェック欄

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事

項等を記載した書類

へ 助成の実績並びに海外送金等の金額及び使途並びlこその予定日を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

同  意

しない
※閲覧に関する郷唄:」 0ノ嘴諷D等がある場舗aょ そα凛瞑I!1網ブ嚇興D等を添付してくださしヽ □

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した書面)

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)

各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又湖駐員給与の支給に関する規程

ロ

ハ

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

寄附金の額の事業年度中の合計額が20万円以上であるものに限る。)の略 並びにその寄附金の額及び受領午月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

/

書式第13号 (法第44条・51条・58条関係)

ェック (第 5表 )

(注意事二D
・ 認定基準等チェック表第5表は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及び添付する必要

があります。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、添付の必要はありません。



書式第14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

法人名 特定非営利活動法人 フローレンス

認定基準等チエック表  (第 6表)

認定基準等チェック表  (第 7表)

認定基準等チェック表  (第 8表 )

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し

ていること

チェック欄

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 平成  年  月  日

∝意事]Q
・ 法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に当たっては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)

:よ 記載する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法第

55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、改めて記載する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第

29条の規定により所轄庁に提出していること

チェック囀田

特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

④ ⑮ ◎ ④ ◎ ①

有 。 無 有 。 無 有 。 無 有 征 有 。 無 有
`工

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの

利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェック1旧

y

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第 7表)は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出1割D の提出時に記載及

び添付する必要があります。

④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

有 □
ヒ」 有 。 無 有 征 有 。 無 有 征 有 。 無 有

`壬



書式第 15号 (法第 44条・51条・58条関係 )

欠格事由チエック表

法人名 特定非営利活動法人 フローレンス チェック欄

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の基準に力功 わヽらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法人

は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合
イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を取

た場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特
例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの

口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
し嗜

ハ  特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法 204条等 田 )若

しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、

罰金刑に処せられ、その執行が終わった日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
二 暴力団の構成員等 住2)

2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人

3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認

立」□匪璧塾塁旦壁塑堕:塾狙固2ヨ堕凶重墨
=菫

二亜整國壁望輩望唾重璽墜量1生菫笙壁型圧三墜璽型:上並び
1≡f曇」区壼[道重」賢菫菫塾Lェ童菫:!型EE生1量z」菫≧重菫主生量1」コL』壺鐘処塗」三」ヨ[登菫山二匿□型量三Ω歴菫」コユ塑璽塁と豊Lり」主主)。

5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のいずれかに該当する者の有無

認定特定非営禾1括動法人が認定を取り消された場合又は特伊儲定特定非営禾1樫働法人が特

"晰

認定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当該認定

特定非営利活動法人又は当該特例認定特定非営禾1括勘法人のその業務を行う理事であった者でそ

の取消しの日から5年を経i邑 しない者の有無

有

禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から

5年を経過しなし嗜の有無
有 □

特定非増利活動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは

刑法第2“ 条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に

関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わった日又はその執行を受

けることがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

有 □

暴力団の構成員等の有無 有 。国

しヽは い ・2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人

してし は い ・ しヽ

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人
は い ・ ン`いえ

耐
薇

認定、特,露定又は認定の初 間の更新の申締時に、上国4」塵駈囲饉圏目□菫望」室壁B壼圏塗壺菫l国曖薔

_」

=:24.L」

塾堕ニロ盤壼国」ヨ堕□1口墜」匝菫睦t□21L2」1`≧菫堕』菫鮨堕堕塵ヨ1墨1日菫堕iEL:壼壼:Lうこと____

〈注1)その他の尋印りい:ある場合は、その出の事務所所在の滞納奴分に1係

…
も添付すること

02)`3ビ員1串田肇
"爵

嬌皇1争麟目1嗣11こは

'諷

イ十
'ド
要

国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人 はレヽ・ しヽ

次のいずれカ

イ 暴力団 は い
。

ロ は い ・ し`


